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(57)【要約】
【課題】　接着剤およびプライマーを用いることなく、人工爪と自爪との接着性を長期間
保つことが可能であり、かつ、人工爪を自爪から容易に除去できる人工爪原料組成物、人
工爪原料組成物の硬化方法、人工爪の製造方法および人工爪を提供する。
【解決手段】
下記成分（Ａ）～（Ｃ）を含む人工爪原料組成物。
（Ａ）１分子内に１個以上のラジカル重合性不飽和結合を有するラジカル重合性化合物
（Ｂ）１分子内に２個以上のチオール基を有する多官能チオール化合物
（Ｃ）光重合開始剤
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記成分（Ａ）～（Ｃ）を含む人工爪原料組成物。
（Ａ）１分子内に１個以上のラジカル重合性不飽和結合を有するラジカル重合性化合物
（Ｂ）１分子内に２個以上のチオール基を有する多官能チオール化合物
（Ｃ）光重合開始剤
【請求項２】
前記成分（Ｂ）の含有率が、前記人工爪原料組成物全体の質量に対して０．１～３０質量
％である請求項１記載の人工爪原料組成物。
【請求項３】
前記成分（Ｂ）の含有率が、前記人工爪原料組成物全体の質量に対して０．５～３０質量
％である請求項１記載の人工爪原料組成物。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか一項に記載の人工爪原料組成物に光照射して前記人工爪原料組
成物を硬化させる、人工爪原料組成物の硬化方法。
【請求項５】
請求項４記載の硬化方法により前記人工爪原料組成物を硬化させる硬化工程を含む、人工
爪の製造方法。
【請求項６】
前記硬化工程に先立ち、前記人工爪原料組成物を爪に塗布する塗布工程をさらに含む、請
求項５記載の製造方法。
【請求項７】
請求項５または６の製造方法により製造される人工爪。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人工爪原料組成物、人工爪原料組成物の硬化方法、人工爪の製造方法、およ
び人工爪に関する。
【背景技術】
【０００２】
　手足の爪を装飾する方法として、ラッカー塗料を用いるマニキュアが広く用いられてき
た。これらのマニキュアは、ラッカー塗料を手足の爪に塗布した後、溶剤を揮発させて乾
燥することにより硬化させるものである。しかし、これらのマニキュアは、前記ラッカー
塗料の乾燥および硬化に長時間を必要とする。また、これらのマニキュアは、爪との接着
性が弱いため、時間経過とともに剥がれやすくなるという欠点がある。
【０００３】
　一方、近年、手足の爪に塗料を塗布するだけでなく、爪の上に合成樹脂（人工爪）を形
成していろいろなデザインを施すネイルアートが、女性の間で人気が高まっている。人工
爪を形成する方法の一つとして、基材とする合成樹脂と（メタ）アクリル酸エステルモノ
マーと重合開始剤とを混合した後、速やかに爪に塗布して、爪の上で重合させる方法があ
る。しかしながら、この方法は（メタ）アクリル酸エステルモノマーの刺激臭が非常に強
いことや、モノマーと重合開始剤を混合した後、速やかにデザインを施さないと、混合物
が重合し、硬化してしまうこと等の問題があり、必ずしも広く普及するには至っていない
。
【０００４】
　上記の施術方法の欠点を改善したネイルアート技術として、最近急速に普及してきた方
法は、光（紫外線、可視光線）の照射による合成樹脂形成の方法である。紫外線（ＵＶ)
硬化樹脂の技術は、産業のさまざまな分野で利用されており、またそこに使われる化合物
、装置および方法もよく研究されており、日々進歩している。この光硬化の方法は、強い
刺激臭がなく、デザインの施術も比較的容易に行えるため、ジェルネイルとしてプロネイ
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リストからアマチュアの女性まで広く普及しつつある。ジェルネイルの中でも、特に、ソ
ークオフジェルは、施術後一定期間を経て人工爪を除去するときに、やすり等で削り取ら
ず、アセトン等の溶剤で除去可能である。このため、ソークオフジェルは、爪を傷めず人
工爪除去が簡単に行える方法として、普及しつつある。
【０００５】
　ジェルネイルを構成する主成分は、ラジカル重合が可能な化合物と光重合開始剤である
。ラジカル重合が可能な化合物の中でも、（メタ）アクリレート不飽和結合を持ったウレ
タン系の化合物（ウレタンアクリレートオリゴマー）と、希釈剤としての不飽和結合性モ
ノマーとを含んだ人工爪原料組成物が、重合後の艶や自爪との接着性が比較的良好なもの
として広く使われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３２２０３４号公報
【特許文献２】特開２００６－３１２５９６号公報
【特許文献３】特開２００９－１２６８３３号公報
【特許文献４】特開２０１０－１３４３９号公報
【特許文献５】特開２０１０－１０５９６７号公報
【特許文献６】特開２０１１－２０９５６号公報
【特許文献７】特開２０１１－２２９７２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ジェルネイル（人工爪）で要求される爪との接着性はかなり高度なものである。すなわ
ち、人工爪は、日常生活の中で、１０日以上、爪（自爪）との接着性を保つ必要があり、
その間に爪から剥がれたり、部分的にでも、爪から浮き上がったり（リフト）してはなら
ない。
【０００８】
　人工爪と自爪の接着性を１０日以上良好に保つのは難しい。このため、前記接着性を維
持するために、予め接着剤やプライマーを自爪の上に塗っておき、その上に人工爪原料組
成物を塗布して硬化するという方法をとっている例も多い。しかし、あらかじめ接着剤や
プライマーを塗布して硬化することは、人工爪の形成（製造）工程を煩雑かつ長時間にす
るとともに、コスト高につながる。したがって、接着剤およびプライマーを用いることな
く、自爪との接着性を長期間保てる人工爪原料組成物が望まれている。
【０００９】
　一方、ジェルネイル（人工爪）を除去する際には、自爪を傷つけることなく容易に除去
できることが望まれる。しかし、人工爪と自爪との接着性が強固であると、人工爪を自爪
から除去することが困難であり、除去の際に自爪を傷つけやすい。
【００１０】
　そこで、本発明は、接着剤およびプライマーを用いることなく、人工爪と自爪との接着
性を長期間保つことが可能であり、かつ、人工爪を自爪から容易に除去できる人工爪原料
組成物、人工爪原料組成物の硬化方法、人工爪の製造方法および人工爪の提供を目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するために、本発明の人工爪原料組成物は、下記成分（Ａ）～（Ｃ）を
含む人工爪原料組成物である。
（Ａ）１分子内に１個以上のラジカル重合性不飽和結合を有するラジカル重合性化合物
（Ｂ）１分子内に２個以上のチオール基を有する多官能チオール化合物
（Ｃ）光重合開始剤
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【００１２】
　また、本発明の人工爪原料組成物の硬化方法は、前記本発明の人工爪原料組成物に光照
射して前記人工爪原料組成物を硬化させる、人工爪原料組成物の硬化方法である。
【００１３】
　さらに、本発明の人工爪の製造方法は、前記本発明の硬化方法により前記人工爪原料組
成物を硬化させる硬化工程を含む、人工爪の製造方法である。
【００１４】
　さらに、本発明の人工爪は、前記本発明の製造方法により製造される人工爪である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、接着剤およびプライマーを用いることなく、人工爪と自爪との接着性
を長期間保つことが可能であり、かつ、人工爪を自爪から容易に除去できる人工爪原料組
成物、人工爪原料組成物の硬化方法、人工爪の製造方法および人工爪を提供することがで
きる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　つぎに、本発明について、例を挙げてさらに具体的に説明する。ただし、本発明は、以
下の説明により限定されない。
【００１７】
　本発明者らは、鋭意研究の結果、１分子内にチオール基を２個以上持つ多官能チオール
化合物を人工爪原料組成物に加えることによって、接着剤およびプライマーを用いること
なく、人工爪と自爪との接着性を長期間保つことが可能であり、かつ、人工爪を自爪から
容易に除去できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１８】
　本発明の人工爪原料組成物は、前述のとおり、下記成分（Ａ）～（Ｃ）を含む人工爪原
料組成物である。
（Ａ）１分子内に１個以上のラジカル重合性不飽和結合を有するラジカル重合性化合物
（Ｂ）１分子内に２個以上のチオール基を有する多官能チオール化合物
（Ｃ）光重合開始剤
【００１９】
　本発明の人工爪原料組成物において、前記成分（Ａ）は、前記ラジカル重合性化合物を
１種類のみ含んでいても良いが、２種類以上の前記ラジカル重合性化合物を含んでいても
良い。前記成分（Ｂ）は、前記多官能チオール化合物を１種類のみ含んでいても良いが、
２種類以上の前記多官能チオール化合物を含んでいても良い。また、前記成分（Ｃ）にお
ける光重合開始剤は、１種類のみでも良いが、２種類以上を併用しても良い。
【００２０】
　本発明の人工爪原料組成物は、前記成分（Ｂ）の含有率が、前記人工爪原料組成物全体
の質量に対して０．１～３０質量％であることが好ましく、０．５～３０質量％であるこ
とがより好ましい。
【００２１】
　本発明の人工爪原料組成物の硬化方法は、前述のとおり、本発明の人工爪原料組成物に
光照射して前記人工爪原料組成物を硬化させる、人工爪原料組成物の硬化方法である。ま
た、本発明の人工爪の製造方法は、前述のとおり、本発明の硬化方法により前記人工爪原
料組成物を硬化させる硬化工程を含む、人工爪の製造方法である。本発明の人工爪の製造
方法は、前記硬化工程に先立ち、前記人工爪原料組成物を爪に塗布する塗布工程をさらに
含むことが好ましい。
【００２２】
　本発明の人工爪原料組成物を用いることによって、例えば、接着剤やプライマーを使う
ことなく、人工爪原料組成物のみを爪に塗布し重合させることで、人工爪が長期間爪から
剥離することなく接着し続け、美しい外観を保てる。また、本発明の人工爪を除去する際
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には、例えば、人工爪を削ることなく、溶剤で容易に除去できることで、爪に対する負担
を軽減することができる。
【００２３】
　また、本発明の人工爪原料組成物は、例えば、硬化直後の表面に未硬化ジェルを残さな
いことが可能である。以下、前記未硬化ジェルについて説明する。
【００２４】
　人工爪形成（ジェルネイルの施術）のためには、人工爪原料組成物を光照射等により硬
化させる必要がある。従来の人工爪原料組成物は、前記硬化の直後に、人工爪の内部は硬
化しているが、表面にはまだ硬化していない人工爪原料組成物（未硬化ジェル）が残って
いる場合が多かった。この状態では、人工爪の表面が、前記未硬化ジェルにより粘着性を
保ったままの状態になっている。このままの状態では、硬化させた人工爪が他の物体に接
触すると、前記人工爪と前記物体（接触物）が接着して離れなくなったり、前記人工爪に
前記接触物が付着して前記人工爪の美観が損なわれたりするおそれがある。また、逆に、
前記接触物が前記未硬化ジェルによって汚されたりするおそれもある。
【００２５】
　このような事態を防ぐためには、前記人工爪の表面から前記未硬化ジェルを除去すれば
良い。例えば、アルコール類やその他の溶剤を主成分とするジェルクリーナーをコットン
などに染ませて、光硬化後の人工爪表面をなぞり、前記人工爪表面から未硬化ジェルを拭
き取って取り除くことができる。
【００２６】
　しかし、未硬化ジェル除去の際、使用したジェルクリーナーの種類によっては、未硬化
ジェル除去後の人工爪表面が曇って艶がなくなり、美観が損なわれるおそれがある。また
、人工爪に装飾を施した場合には、人工爪表面の未硬化ジェルを拭き取る作業によって、
前記装飾の一部が破損するおそれもある。さらに、人工爪形成のたびに未硬化ジェル除去
の工程を必要とすることは、人工爪形成（ジェルネイル施術）方法を煩雑にする。
【００２７】
　これに対し、本発明によれば、例えば、人工爪原料組成物の硬化直後に未硬化ジェルを
残さず、未硬化ジェル除去を必要としない人工爪原料組成物、人工爪原料組成物の硬化方
法、人工爪の製造方法および人工爪を提供することができる。これによれば、人工爪形成
（製造）方法が簡便であるとともに、人工爪の艶および美観を、未硬化ジェル除去工程に
より損なうことなくそのまま保つことも可能である。
【００２８】
　なお、本発明の人工爪原料組成物において、硬化直後に未硬化ジェルを残さないために
は、後述のとおり、成分（Ｂ）（１分子内に２個以上のチオール基を有する多官能チオー
ル化合物）の含有率が一定値以上であることが好ましい。
【００２９】
　以下、本発明の人工爪原料組成物に含まれる各成分、人工爪形成（製造）方法、人工爪
除去方法について説明する。
【００３０】
［成分（Ａ）］
　本発明の前記成分（Ａ）において、１分子内に１個以上のラジカル重合性不飽和結合を
有する前記ラジカル重合性化合物は、ラジカル重合し得る化合物であれば特に制限はない
。前記ラジカル重合性化合物は、光重合可能な化合物を含むことが好ましいが、熱重合可
能な化合物を含んでいても良い。例えば、前記成分（Ａ）が光重合可能な化合物を含み、
前記成分（Ｃ）の光重合開始剤により重合開始可能であっても良い。また、例えば、前記
成分（Ａ）が熱重合可能な化合物を含む場合、本発明の人工爪原料組成物が、さらに熱重
合開始剤を含んでいても良い。前記成分（Ａ）としては、例えば、公知の単官能モノマー
、多官能モノマー、および、ラジカル重合性の不飽和結合を１個以上保有するオリゴマー
等が挙げられる。
【００３１】
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　前記単官能モノマーとしては、例えば、
（メタ）アクリル酸、エチル（メタ）アクリレート、n-ブチル（メタ）アクリレート、イ
ソブチル（メタ）アクリレート、tert-ブチル（メタ）アクリレート、ペンチル（メタ）
アクリレート、イソアミル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレー
ト、イソデシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステアリル（メ
タ）アクリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アク
リレート、ベンジル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、2-ヒド
ロキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、2-ヒ
ドロキシブチル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒド
ロキシ-3-フェノキシプロピル（メタ）アクリレート、メトキシジエチレングリコール（
メタ）アクリレート、エトキシジエチレングリコール（メタ）アクリレート、ブトキシジ
エチレングリコール（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシルジエチレングリコール（メ
タ）アクリレート、メトキシトリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシジ
プロピレングリコール（メタ）アクリレート、エトキシジプロピレングリコール（メタ）
アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、2-（メタ）アクリロイロ
キシエチルコハク酸、2-（メタ）アクリロイロキシエチルヘキサヒドロフタル酸、2-（メ
タ）アクリロイロキシエチルフタル酸、2-（メタ）アクリロイロキシエチル-2-ヒドロキ
シエチルフタル酸、ネオペンチルグリコール-アクリル酸-安息香酸エステル、2-（メタ）
アクリロイロキシエチルアシッドホスフェート等が挙げられる。ただし、これらに限定さ
れるものではない。なお、本発明において、（メタ）アクリル酸は、「アクリル酸および
／またはメタクリル酸」を意味し、（メタ）アクリレートは、「アクリレートおよび／ま
たはメタクリレート」を意味し、（メタ）アクリロイロキシは、「アクリロイロキシおよ
び／またはメタクリロイロキシ」を意味する。
【００３２】
　前記多官能モノマーとしては、例えば、
イタコン酸、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングルコールジ（メ
タ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、プロピレングリコ
ールジ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリプ
ロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、1.4-ブタンジオールジ（メタ）アクリレー
ト、1.6-ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、1.9-ノナンジオールジ（メタ）アク
リレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、3-メチル-1.5ペンタンジオ
ールジ（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシ-3-アクリロイロキシプロピルメタクリレー
ト、グリセリンジメタクリレート、ビスフェノールAのEO付加物ジ（メタ）アクリレート
、ビスフェノールAのPO付加物ジ（メタ）アクリレート、ジメチロール-トリシクロデカン
ジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエ
リスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレ
ート、ジトリメチロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート、エトキシ化ペンタエリス
リトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレ
ート、エトキシ化イソシアヌル酸トリ（メタ）アクリレート、トリフロロエチル（メタ）
アクリレート等が挙げられる。ただし、これらに限定されるものではない。
【００３３】
　また、ポリエーテル骨格を有する高分子量のモノマーとして、ポリエーテル（メタ）ア
クリレートオリゴマーがあり、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、
フェノキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（
メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート等が挙げられる
。ただし、これらに限定されるものではない。
【００３４】
　また、ラジカル重合性の不飽和結合を１個以上保有するオリゴマーとしては、上記のポ
リエーテル骨格を有するポリエーテル（メタ）アクリレートオリゴマーがあげられる。ま
た、その他に、（メタ）アクリロイル基を１個以上結合させたウレタン骨格を有するウレ
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タン（メタ）アクリレートオリゴマーが光重合硬化樹脂の主たる成分として数多く市販さ
れている。前記ウレタン（メタ）アクリレートオリゴマーとしては、例えば、ＥＢＥＣＲ
ＹＬ　２３０、ＥＢＥＣＲＹＬ　２７０、ＥＢＥＣＲＹＬ　４８５８、ＥＢＥＣＲＹＬ　
８２０１、ＥＢＥＣＲＹＬ　８４０２（いずれも、ダイセル・サイテック社の商品名）、
オレスター　ＲＡ１５７３、オレスター　ＲＡ１５７４（いずれも、三井化学社の商品名
）、ＵＶ－３２００Ｂ，ＵＶ－７０００Ｂ、ＵＶ－７５５０Ｂ、ＵＶ－７６３０Ｂ（いず
れも、日本合成化学社の商品名）、ＣＮ９６４、ＣＮ９８１、ＣＮ９９６（いずれも、Ｓ
ＡＲＴＯＭＥＲ社の商品名）、ＡＨ－６００、ＡＴ－６００、ＵＡ－３０６Ｈ（いずれも
、共栄社化学社の商品名）、ＵＡ－４２００（新中村化学社の商品名）、アロニックス　
Ｍ－１２００（東亞合成社の商品名）、ニューフロンティア　Ｒ－１３０４（第一工業製
薬社の商品名）等がある。またポリエステル骨格を有するポリエステル（メタ）アクリレ
ートオリゴマーも数多く市販されており、例えばアロニックスＭ－６２００、アロニック
スＭ－７１００、アロニックスＭ－８５６０（いずれも、東亞合成社の商品名）、オレス
ター　ＲＡ１０５０（三井化学社の商品名）等が挙げられる。ただし、これらに限定され
るものではない。
【００３５】
　上記はいずれも（メタ）アクリロイル基を保有する単官能、多官能（メタ）アクリレー
ト化合物である。これ以外に、１分子内に１個以上のラジカル重合性不飽和結合を有する
化合物として、酢酸ビニル、（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ビニルホルムアミド、マレイ
ン酸、フタル酸、スチレン、桂皮酸、ブタジエン等が挙げられる。ただし、これらに限定
されるものではない。
【００３６】
　本発明の人工爪原料組成物において、前記ラジカル重合性化合物（ラジカル重合性不飽
和結合を有する化合物）の含有量は、ＵＶや可視光線による光硬化しやすさの観点から、
４０～９８質量％が好ましく、７０～９６質量％がより好ましい。
【００３７】
［成分（Ｂ）（多官能チオール化合物）］
　本発明において、前記成分（Ｂ）の多官能チオール化合物としては、例えば、
１，２－エタンジチオール、１，２－プロパンジチオール、１，３－プロパンジチオール
、１，３－ブタンジチオール、２，３－ブタンジチオール、１，５－ペンタンジチオール
、１，６－ヘキサンジチオール、１，８－オクタンジチオール、１，９－ノナンジチオー
ル、１，１０－デカンジチオール、１，２－ベンゼンジチオール、１，３－ベンゼンジチ
オール、１，４－ベンゼンジチオール、３，６－ジクロロ－１，２－ベンゼンジチオール
、トルエン－３，４－ジチオール、１，５－ナフタレンジチオール、エチレングリコール
ビス（チオグリコレート）、エチレングリコールビス（３－メルカプトプロピオネート）
、１，４－ブタンジオールビスチオグリコレート、テトラエチレングリコールビス（３－
メルカプトプロピオネート）、トリメチロールプロパントリス（チオグリコレート）、ト
リメチロールプロパントリス（３－メルカプトプロピオネート）、トリメチロールプロパ
ントリス（３－メルカプトブチレート）、トリス［（３－メルカプトプロピオニロキシ）
－エチル］イソシアヌレート、ペンタエリスリトールテトラキス（チオグリコレート）、
ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトプロピオネート）、ジペンタエリスリ
トールヘキサキス（３－メルカプトプロピオネート）、１，４－ビス（３－メルカプトブ
チリルオキシ）ブタン、ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトブチレート）
、ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトブチレート）、１，３，５－トリス
（３－メルカプトブチルオキシエチル）－１，３，５－トリアジン－２，４，６（１Ｈ，
３Ｈ，５Ｈ）－トリオン、ジメルカプトジエチルスルフィド、１，８－ジメルカプト－３
，６－ジチアオクタン、１，２－ビス［（２－メルカプトエチル）チオ］－３－メルカプ
トプロパン、テトラキス（７－メルカプト－２，５－ジチアヘプチル）メタン、トリチオ
シアヌル酸、１，２－ベンゼンジメタン、チオール、４，４’－チオビスベンゼンチオー
ル、２－ジ－ｎ－ブチルアミノ－４，６－ジメルカプト－ｓ－トリアジン、２－ジ－ｎ－
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ブチルアミノ－４，６－ジメルカプト－ｓ－トリアジン、２，５－ジメルカプト－１，３
，４－チアジアゾール、１，８－ジメルカプト－３，６－ジオキサオクタン、１，５－ジ
メルカプト－３－チアペンタン、トリメルカプトプロピオン酸トリス（２－ヒドロキシエ
チル）イソシアヌレート、１，４－ジメチルメルカプトベンゼン、２，４，６－トリメル
カプト－ｓ－トリアジン、２－（Ｎ，Ｎ－ジブチルアミノ）－４，６－ジメルカプト－ｓ
－トリアジン、ビス（４－（２－メルカプトプロポキシ）フェニル）メタン、１，１－ビ
ス（４－（２－メルカプトプロポキシ）フェニル）エタン、２，２－ビス（４－（２－メ
ルカプトプロポキシ）フェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（２－メルカプトプロポ
キシ）フェニル）ブタン、１，１－ビス（４－（２－メルカプトプロポキシ）フェニル）
イソブタン、２，２－ビス（４－（２－メルカプトプロポキシ）－３－メチルフェニル）
プロパン、２，２－ビス（４－（２－メルカプトプロポキシ）－５－メチルフェニル）プ
ロパン、ビス（２－（２－メルカプトプロポキシ）－５－メチルフェニル）メタン、２，
２－ビス（４－（２－メルカプトプロポキシ）－３－ｔ－ブチルフェニル）プロパン、ト
リス（４－（２－メルカプトプロポキシ）フェニル）メタン、１，１，１－トリス（４－
（２－メルカプトプロポキシ）フェニル）エタン、ビス（４－（２－メルカプトブトキシ
）フェニル）メタン、２，２－ビス（４－（２－メルカプトブトキシ）フェニル）プロパ
ン、トリス（４－（２－メルカプトブトキシ）フェニル）メタン、１，３，５－トリアジ
ン－２，４，６－トリチオール、のアルキルビニールエーテル付加物等が挙げられる。た
だし、これらに限定されるものではない。これら多官能チオール化合物は、例えば、市販
品を用いても良いし、適宜合成しても良い。市販品としては、例えば、ＳＣ有機化学社製
のペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトプロピオネート）、昭和電工社製の
ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトブチレート）（商品名カレンズＭＴＰ
Ｅ１）、昭和電工社製のトリメチロールプロパントリス（３－メルカプトブチレート）、
昭和電工社製の１，３，５－トリス（３－メルカプトブチルオキシエチル）－１，３，５
－トリアジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン（商品名カレンズＭＴＮＲ１
）等があげられる。
【００３８】
　本発明の人工爪原料組成物において、前記多官能チオール化合物の含有量は、人工爪の
自爪に対する十分な接着性の観点からは、少なすぎないことが好ましい。また、前記多官
能チオール化合物の含有量は、光を遮蔽した室温での保管条件のもとでも人工爪原料組成
物が固化する等、保管上の問題を発生させない観点から、多すぎないことが好ましい。具
体的には、前記多官能チオール化合物の含有量は、０．１～３０質量％が好ましく、１～
２０質量％がより好ましい。また、人工爪に未硬化ジェルを残存させないためには、本発
明の人工爪組成物において、前記多官能チオール化合物の含有量は、０．５質量％以上が
好ましく、１．０質量％以上がより好ましく、２．０質量％以上がさらに好ましい。
【００３９】
［成分（Ｃ）］
　本発明において、前記成分（Ｃ）の光重合開始剤としては、例えば、
２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、ビス－（２，４，
６－トリメチルベンゾイル）フェニルホスフィンオキサイド、ビス－（２，６－ジメトキ
シベンゾイル）－２，４，４－トリメチルペンチルホスフィンオキサイド、１－ヒドロキ
シ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－
プロパン－１－オン、１－［４－（２－ヒドロキシエトキシ）－フェニル］－２－ヒドロ
キシ－２－メチル－１－プロパン－１－オン、２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニル
エタン－１－オン、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリ
ノ－プロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノ
フェニル）－ブタン－１－オン、ビス－（η６－２，４－シクロペンタジエン－１－イル
）－ビス（２，６－ジフルオロ－３－（１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）チタニウ
ム、１－［４－（フェニルチオ）－，２－（Ｏ－ベンゾイルオキシム）］、２，２－ジメ
トキシ－２－フェニルアセトフェノン、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロ
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キシ－２－メチルプロパン－１－オン、１，１－ジメトキシデオキシベンゾイン、３，３
’－ジメチル－４－メトキシベンゾフェノン、１－（４－ドデシルフェニル）－２－ヒド
ロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、エチル－２，４，６－トリメチルベンゾイルフ
ェニルホスフィネート、メチルベンゾイルホルメート、ミヒラーズケトン、ジエチルチオ
キサントン、２－イソプロピルチオキサントン、４－イソプロピルチオキサントン、２－
クロロチオキサントン、ジイソプロピルチオキサントン、ベンゾフェノン、４，４’－ビ
ス（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン、３，３’－ジメチル－４－メトキシ－ベンゾフェ
ノン、アントラキノン、２－メチルアントラキノン、２－エチルアントラキノン、ｔｅｒ
ｔ－ブチルアントラキノン、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチル
エーテル、ベンゾインプロピルエーテル、２，２－ジエトキシアセトフェノン、ジメチル
ベンジルケタール等、数多く挙げられる。ただし、これらに限定されるものではない。本
発明における前記光重合開始剤は、一般に広く利用されている光重合開始剤でも良い。例
えば、可視光線を利用する光重合開始剤としては、２，４，６－トリメチルベンゾイルジ
フェニルホスフィンオキサイド（ＢＡＳＦ社製、商品名ルシリンＴＰＯ）、ＵＶを利用す
る光重合開始剤としては、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパン－１－
オン（ＢＡＳＦ社製、商品名ダロキュア１１７３）、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－
フェニル－ケトン（ＢＡＳＦ社製、商品名イルガキュア１８４）が広く利用されている。
【００４０】
　本発明の人工爪原料組成物において、前記光重合開始剤の含有量は、ＵＶや可視光線で
の光硬化しやすさの観点から、少なすぎないことが好ましい。また、逆に、わずかの光で
人工爪原料組成物が望ましくない固化を引き起こしたりしないためには、前記光重合開始
剤の含有量が多すぎないことが好ましい。具体的には、本発明の人工爪原料組成物におい
て、前記光重合開始剤の含有率は、０．１～３０質量％が好ましく、１～１０質量％がよ
り好ましい。
【００４１】
［添加物］
　本発明の人工爪原料組成物は、前記成分（Ａ）～（Ｃ）以外の成分を適宜含んでいても
良いし、含んでいなくても良い。例えば、本発明の人工爪原料組成物には、着色、装飾す
るために、二酸化チタン、べんがら等の金属酸化物系顔料、群青、紺青等の金属錯塩系顔
料、カーボンブラック、その他の無機顔料や染料のレーキ顔料、アゾ系顔料、フタロシア
ニン系顔料、縮合多環系顔料、その他の有機顔料、さらには被覆マイカ等のパール顔料、
アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム細片、その他のラメ素材、各種貝
殻粉末、ブロンズ粉、その他の粉末等を配合することができる。また、上記着色顔料に加
えて炭酸カルシウム、硫酸バリウム、タルク、カオリン等の体質顔料も填料として、配合
することができる。
【００４２】
　また、本発明の人工爪原料組成物には、例えば、油脂、高級アルコール、高級脂肪酸、
シリコーン油、その他の油性成分、界面活性剤類、香料類、水、エタノールや酢酸エチル
等の溶剤類、重合禁止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、抗菌剤、防カビ剤等も添加剤とし
て配合することができる。
【００４３】
［人工爪形成（製造）方法］
　本発明の人工爪の形成（製造）方法は、前述のとおり、本発明の人工爪原料組成物に光
照射して前記人工爪原料組成物を硬化させる硬化工程を含む。これ以外は、本発明の人工
爪の形成（製造）方法は、特に限定されないが、例えば、以下のようにして行うことがで
きる。
【００４４】
　すなわち、まず、爪（自爪）に付着する水分、油分（油脂）を、エタノール等の溶剤を
含んだ綿布で除去する。つぎに、本発明の人工爪原料組成物を、マニキュア用ブラシで自
爪上に塗布する。人工爪と自爪との密着性を高めるために、本発明の人工爪原料組成物を
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塗布する前に自爪をサンディングしてもよい。
【００４５】
　さらに、本発明の人工爪原料組成物を塗布後、光照射して硬化させる。前記光は、特に
限定されないが、例えば、可視光でも良いし、紫外線（ＵＶ）でも良い。前記光照射用の
光源も特に限定されないが、例えば、市販のジェルネイル専用ＵＶランプ、または可視光
線照射ＬＥＤランプでも良い。前記光源により、前記塗布後の人工爪原料組成物に一定時
間光を照射し、前記人工爪原料組成物の塗布層を硬化させることによって、本発明の人工
爪を形成させる。また、上記塗布と硬化を繰り返して、着色顔料の発色度を高めたり、人
工爪の厚さを調整することもできる。
【００４６】
［人工爪除去方法］
　本発明の人工爪を除去する方法は、特に限定されないが、例えば、下記のとおりである
。すなわち、本発明の人工爪の形成（光硬化）から所望の日数（例えば、１４日）後に、
前記人工爪表面をファイル（爪用やすり）でこすって傷付ける。その後、アセトンに浸し
たコットンを前記人工爪上に乗せ、アルミホイル等で包んで揮発を防ぎ、適宜な時間（例
えば、１０分間）、そのまま放置する。これにより、硬化した前記人工爪は膨潤し、自爪
から部分的に剥がれる。さらに、自爪上に残った人工爪をスティック状器具等を用いて自
爪から剥がす。
【００４７】
　以上、説明したように、本発明の人工爪原料組成物によれば、接着剤およびプライマー
を用いることなく、自爪との接着性を長期間（例えば、１４日間）保てる。また、本発明
によれば、接着剤およびプライマーを用いることなく、本発明の人工爪原料組成物のみを
爪に塗工した後、紫外線または可視光線等を照射することで、簡便に硬化させ、人工爪を
形成させることもできる。さらに、形成させた本発明の人工爪は、例えば、溶剤で容易に
除去できることにより、自爪を傷つけずに除去することも可能である。
【実施例】
【００４８】
　本発明について、以下に実施例を挙げてさらに詳細に説明する。ただし、本発明は、こ
れらの実施例によりなんら限定されるものではない。
【００４９】
　以下の実施例および比較例で使用した化学品は、以下のとおりである。
 
（Ａ）ラジカル重合性不飽和結合を有する化合物
Ａ１：ウレタンアクリレートオリゴマー（分子量５０００）
Ａ２：ウレタンアクリレートオリゴマー（分子量３５００）
Ａ３：ウレタンアクリレートオリゴマー（分子量１１００）
Ａ４：ウレタンアクリレートオリゴマー（分子量２１００）
Ａ５：２－ヒドロキシエチルメタクリレート
Ａ６：イソボルニルアクリレート
Ａ７：ウレタンアクリレートオリゴマー（分子量３０００）
 
（Ｂ）多官能チオール化合物
Ｂ１：ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトプロピオネート）
Ｂ２：ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトブチレート）
Ｂ３：トリメチロールプロパントリス（３－メルカプトブチレート）
Ｂ４：１，３，５－トリス（３－メルカプトブチルオキシエチル）－１，３，５－
　　　トリアジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン
 
（Ｂ’）単官能チオール化合物
Ｂ５：２－エチルヘキシル－３－メルカプトプロピオネート
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（Ｃ）光重合開始剤
Ｃ１：２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド
Ｃ２：２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパン－１－オン
Ｃ３：１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン
【００５０】
実施例１
＜人工爪原料組成物の調製＞
　（Ａ１）５０質量部のウレタンアクリレートオリゴマー（分子量５０００）、（Ａ３）
１２質量部のウレタンアクリレートオリゴマー（分子量１１００）、（Ａ５）１４質量部
の２－ヒドロキシエチルメタクリレート、（Ａ６）１４質量部のイソボルニルアクリレー
ト、（Ｂ１）４質量部のペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトプロピオネー
ト）、（Ｃ１）３質量部の２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキ
サイド、（Ｃ２）３質量部の２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパン－１
－オンを容量５００ｍｌのフラスコに仕込み、フラスコ全体をアルミホイルで包んで光が
フラスコ内に入るのを遮断した後、３０℃で８時間、撹拌混合し、均一で透明な液体であ
る人工爪原料組成物を得た。得られた人工爪原料組成物は、遮光性のプラスチック容器に
格納し、４８時間室温で静置し脱泡してから、光照射による人工爪原料組成物の硬化試験
に供した。
【００５１】
＜光照射による人工爪原料組成物の硬化＞
　前記のとおり調製した人工爪組成物を光硬化させて人工爪を形成し、接着性および除去
性を評価した。ＵＶによる人工爪原料組成物の硬化には、光源として、市販のジェルネイ
ル専用ＵＶランプ（３６Ｗ、ビューティーネイラー製）を用い、ＵＶを２分間照射した。
可視光線による人工爪原料組成物の硬化には、光源として、市販のジェルネイル専用ＬＥ
Ｄランプ１（４．７Ｗ、ジャパンネイル製）を用い、可視光を１分間照射した。
【００５２】
実施例２～１３、比較例１～４
　実施例１の各成分に代えて表１に示した各成分を用いる以外は、実施例１と同様の方法
で人工爪原料組成物を製造し、同様に光照射による人工爪原料組成物の硬化試験に供した
。なお、表１の数値は、質量部を表す。前記質量部は、各実施例または比較例における全
成分の合計質量を１００質量部として計算した数値である。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
［評価判定］
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接着性
　人工爪の形成（光硬化）から１４日後、人工爪の損傷の程度と人工爪の自爪から剥がれ
た度合いを目視して評価判定した。
○：損傷もほとんどなく、自爪に密着したままである。
△：損傷している部分や自爪からわずかに剥がれている部分がある。
×：損傷が激しく、自爪から剥がれている部分が多い。
除去性
　光硬化してから１４日後に、ファイル（爪用やすり）で傷付けた人工爪上にアセトンを
含んだコットンを置き、アルミホイルで包んでアセトンの揮発を防ぐ。１０分後にアルミ
ホイルをほどいて、コットンを取り除き、膨潤した人工爪を除去するときの難易度を評価
判定した。
○：人工爪を自爪から除去できる。
△：人工爪の一部が自爪から除去できない。
×：アセトンでは人工爪を自爪から除去できない。
－：人工爪の損傷が激しく、除去する必要がない。
【００５５】
　上記評価判定の結果を、下記表２に示す。
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【表２】

【００５６】
［評価結果］
　表２に示すとおり、実施例１～１３の多官能チオール化合物を含有した人工爪原料組成
物は、光硬化して１４日経過しても、自爪に密着したままであり、アセトンでの除去も容
易に行なえることが確認された。これに対し、多官能チオール化合物を含有しない比較例
１、２の人工爪原料組成物は、１４日後には一部自爪から剥がれたり、損傷したりして、
性能が不十分であった。また、チオール基が１個の化合物を含有する比較例３の人工爪原
料組成物も、自爪に対する密着性がなく、１４日後には自爪から剥がれていた。一方、比
較例４人工爪原料組成物は、自爪に対する密着性が良好であったが、アセトンや溶剤類で
は除去できないため、除去するには、硬化した人工爪原料組成物を自爪から削り取らなけ
ればならず、自爪の損傷をもたらし易かった。
【００５７】
実施例１４



(15) JP 2014-5260 A 2014.1.16

10

20

30

＜人工爪原料組成物の調製＞
　（Ａ４）７８質量部のウレタンアクリレートオリゴマー（分子量２１００）、（Ａ５）
７質量部の２－ヒドロキシエチルメタクリレート、（Ａ６）７質量部のイソボルニルアク
リレート、（Ｂ１）４質量部のペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトプロピ
オネート）、（Ｃ１）２質量部の２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィ
ンオキサイド、（Ｃ２）２質量部の２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパ
ン－１－オンを容量５００ｍｌのフラスコに仕込み、フラスコ全体をアルミホイルで包ん
で光がフラスコ内に入るのを遮断した後、３０℃で８時間、撹拌混合し、均一で透明な液
体である人工爪原料組成物を得た。得られた人工爪原料組成物は、遮光性のプラスチック
容器に格納し、４８時間室温で静置し脱泡してから、光照射による人工爪原料組成物の硬
化試験に供した。
【００５８】
＜光照射による人工爪原料組成物の硬化＞
　前記のとおり調製した人工爪組成物を光硬化させて人工爪を形成し、接着性および除去
性を評価した。ＵＶによる人工爪原料組成物の硬化には、光源として、市販のジェルネイ
ル専用ＵＶランプ（３６Ｗ、ビューティーネイラー製）を用い、ＵＶを２分間照射した。
可視光線による人工爪原料組成物の硬化には、光源として、市販のジェルネイル専用ＬＥ
Ｄランプ（４０Ｗ、ビューティーネイラー製）を用い、可視光を３０秒間照射した。
【００５９】
実施例１４～２８、比較例５～７
　実施例１４の各成分に代えて表３に示した各成分を用いる以外は、実施例１４と同様の
方法で人工爪原料組成物を製造し、同様に光照射による人工爪原料組成物の硬化試験に供
した。なお、表３の数値は、質量部を表す。前記質量部は、各実施例または比較例におけ
る全成分の合計質量を１００質量部として計算した数値である。また、実施例１５と実施
例１３、実施例２０と実施例７、実施例２７と実施例２、比較例７と比較例３は、それぞ
れ同じ人工爪原料組成物（組成および調製方法が同一）である。
【００６０】
比較例８～９
　さらに市販のジェルネイル製品について上記実施例、比較例と同様の方法で光硬化して
評価試験を行なった。
【００６１】
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【表３】

【００６２】
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［評価判定］
未硬化ジェル残存度
　スライドグラスに人工爪原料組成物を塗布し、所定の時間光照射した後、硬化した人工
爪原料組成物（ジェル）の表面を指で抑えて粘着度の度合いを測り、未硬化ジェル残存度
を評価判定した。
○：未硬化ジェルがほとんどない。
△：未硬化ジェルが少し残っている。
×：未硬化ジェルが多く残っている。
接着性
　人工爪の形成（光硬化）から１４日後、人工爪の損傷の程度と人工爪の自爪から剥がれ
た度合いを目視して評価判定した。
○：損傷もほとんどなく、自爪に密着したままである。
△：損傷している部分や自爪からわずかに剥がれている部分がある。
×：損傷が激しく、自爪から剥がれている部分が多い。
除去性
　光硬化してから１４日後に、ファイル（爪用やすり）で傷付けた人工爪上にアセトンを
含んだコットンを置き、アルミホイルで包んでアセトンの揮発を防ぐ。１０分後にアルミ
ホイルをほどいて、コットンを取り除き、膨潤した人工爪を除去するときの難易度を評価
判定した。
○：人工爪を自爪から除去できる。
△：人工爪の一部が自爪から除去できない。
×：アセトンでは人工爪を自爪から除去できない。
－：人工爪の損傷が激しく、除去する必要がない。
【００６３】
　上記評価判定の結果を、下記表４に示す。
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【表４】

【００６４】
［評価結果］
　表４に示すとおり、実施例１４～２８の多官能チオール化合物を含有した人工爪原料組
成物は、光硬化後人工爪表面に未硬化ジェルを残すことがなかった。また、実施例１４～
２８の人工爪原料組成物は、光硬化して１４日経過しても、自爪に密着したままであり、
アセトンでの除去も容易に行なえることが確認された。これに対し、チオール化合物を含
有しない比較例５～６の人工爪原料組成物またはチオール基が１個の化合物を含有する比
較例７の人工爪原料組成物は、光硬化後人工爪表面に未硬化ジェルが残り、未硬化ジェル
を拭き取る作業が必要であった。また、比較例８～９の市販の人工爪原料組成物はいずれ
も、光硬化後人工爪表面に未硬化ジェルが残り、人工爪として完成させるためにはジェル
クリーナーによる未硬化ジェルの拭き取り作業を必要とした。
【００６５】
　以上説明したとおり、本発明によれば、接着剤およびプライマーを用いることなく、人
工爪と自爪との接着性を長期間保つことが可能であり、かつ、人工爪を自爪から容易に除
去できる。本発明によれば、接着剤およびプライマーを用いる必要がないため、人工爪の
形成が簡便で低コストである。また、本発明によれば、人工爪が長期間自爪から剥離する
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ことなく接着し続けるため、美しい外観を保つことができる。さらに、本発明では、硬化
した人工爪を除去する際に、例えば、人工爪を削ることなく、アセトン等の溶剤で容易に
除去できるため、爪（自爪）に対する負担を軽減することができる。また、本発明によれ
ば、例えば、人工爪原料組成物の硬化直後に未硬化ジェルを残さず、未硬化ジェル除去を
必要としない人工爪原料組成物、人工爪原料組成物の硬化方法、人工爪の製造方法および
人工爪を提供することができる。これによれば、人工爪形成（製造）方法が簡便であると
ともに、人工爪の艶および美観を、未硬化ジェル除去工程により損なうことなくそのまま
保つことも可能である。
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